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業 種 その他（建築コンサルタント業） 

業 務 概 要 当社は、「建築を通じて社会貢献」「建築文化の向上」「CS（顧客満足度）、

ES（従業員満足度）経営」をモットーとし、全社一丸となり、お客様へ「満足」

を超える「感動」をご提供できる仕事を目指し、建築設計監理業務に取り組ん

でおります。 

行 動 計 画 期 間 平成２６年１２月１日 ～ 平成３１年１１月３０日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）産前産後休業や育児・介護休業，時間外労働の制限，短時間勤務な

ど制度の周知や情報提供を行う。 

〈対策〉 

・平成２６年12月～ 規則を社内各階へ掲示，周知をはかる。 

目標２）育児休業等を取得しやすい環境作りのため，管理職の研修を行う。 

〈対策〉 

・平成２６年１２月～平成27年３月 研修内容の検討  

・平成２７年４月～       研修の実施 

目標３）平成２８年１２月までに，所定外労働を削減するため，毎週水曜日

のノー残業デーの徹底をはかる。 

〈対策〉 

・平成２６年１２月～平成27年３月 各室ごとに問題点の検討  

・平成２７年４月～       ノー残業デーの実施 

               管理職への研修（年3回）及び社内広報によ 

る社員への周知（毎週） 

目標４）育児・介護休暇等制度を活用する人が休みやすい環境を整えるため

に，対象者の業務を他の人がシェアし，助け合い精神を高める。 

〈対策〉 

・平成２６年１２月～ 業務シェアの方法について検討 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■子どもの学校行事等,積極的に参加できる雰囲気づくり

■育時・介護短時間勤務制度の導入 

■育時・介護休業期間中の希望者への復帰プログラム受講制度の実施 


